
（別添資料）

Ｎｏ 項　目 意見の概要 意見に対する考え方

1

　現在、自動車使用管理計画、定期の報告が提
出されているが、これがどのように効果的に処理
され、利用されているか公表されていない。
　今後も提出義務を負わせるならば、提出を求め
る趣旨、目的をさらに明確にすべき。
　当初の目的は達成されたので、提出は不要と
考える。

2

　現在の計画満了後も計画を作成し、提出を義
務付けることには反対である。
　（理由）
１．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では使用期限を迎えた自
動車は特定地域内では自動的に継続検査が受
けられないことから、計画書を出す意義が明確で
ないこと。
２．各都県からも条例により、同様の「自動車環
境管理計画」及びその実績を求められ、国と地
方自治体の二重管理を強いられていること。
３．車両保有台数が多い輸送事業者は、資料を
取りまとめる為に膨大な時間と労力を費やすこ
と。
４．対象の事業者が果たして全社提出しているの
か疑問であるのと、国土交通省、地方運輸局で
は、事業者から集めたこの膨大なデータをこれま
での環境・自動車交通行政にどのように活かして
きたのかが不明であること。

3

その他 　Ｈ１７年度環境省、政策提言に応募した新潤滑
技術を普及させるために、国全体で新潤滑技術
導入効果によるＣＯ２削減量の実績集計できる
項目を追加する。
　省令の中の数値でＣＯ２削減量を評価できるこ
とにより関連業界の認知を得る。
　トラック、バス運行会社には、投資なき改善で
軽油節約量約７．０％は可能、ＣＯ２削減量（換
算）年間約５００万トン以上削減できることをアッ
ピールする。

　事業者の自主的取組を促進するため、自動車使
用管理計画及び報告において、事業者が任意の
事項として年間燃料給油量を入力することにより、
燃費やＣＯ２排出量が自動的に算出されるよう様
式の改善を検討しています。

4

その他 　新短期規制前の規制はいろいろな条件のもと
で規制地域を決定されていると思うのですが、こ
れから何段階かに分けて規制が導入して行くの
であれば、規制地域の範囲も見直して行くべきで
す。

　自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では、自動車の交通が集中
している地域であって、大気汚染防止法による措
置（固定発生源及び自動車単体に対する規制）等
のみによっては、二酸化窒素又は浮遊粒子状物
質に係る大気環境基準の確保が困難であると認
められ、かつ、地域的に一体と考えられる範囲を
対策地域に定めています。
　中間報告においては、「直ちに対策地域の範囲
を変更する必要はないものと考えられる」とされて
います。

「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の自動車使用管理計画の提出方法等を定める省令の一部改正（案）」
に関する意見の概要及び意見に対する考え方について

　自動車使用管理計画は、事業者自らが、計画
し、実行し、事後評価し、見直すことによって事業
活動に伴う排出抑制を進めることを可能とするも
のです。
　平成１７年１２月に、中央環境審議会大気環境部
会自動車排出ガス総合対策小委員会がとりまとめ
た「今後の自動車排出ガス総合対策中間報告」
（以下「中間報告」といいます。）においては、「現行
制度による排出の抑制に関する措置は、事業活動
に伴う排出の自発的な抑制を促す上でも有効な方
策となりうるものである」とされています。
　一方で、「事業者の自主的取組をさらに促進する
ように制度の運用を改善すべき」との指摘もなされ
ており、
・　事業者の取組を評価することを可能とする客観
的な指標の導入
・　事業者の努力に報いる方策などの取組の実効
性を高める手法
・　電子ファイル様式の提供などの事業者負担の
軽減
等の運用改善を検討しています。
　また、「国と地方自治体の二重管理」について
も、事業者負担の軽減を検討していますが、都府
県が地方自治の一環として地域の実情に応じ条
例により独自の計画の提出を求めることは、自動
車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく計画の提出とは別の制度
であり、これをもって、法に基づく計画が不要であ
るとはいえないと考えています。
　今後は、いただいた御意見も踏まえ、制度の運
用改善を図りながら、この制度による取組を進め
てまいります。
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